
津島市健康福祉部指定管理者選定委員会結果の概要 
 

１ 対象施設 

  放課後児童健全育成施設 

神守こどもの家 津島市神守町字森本 53番地 

北こどもの家 津島市松原町 37番地１ 

神島田こどもの家 津島市中一色町東郷 37番地 

西こどもの家 津島市大和町１丁目 11番地１ 

東こどもの家 津島市立込町１丁目 19番地１ 

蛭間こどもの家 津島市蛭間町字高瀬 809番地 

南こどもの家 津島市常盤町４丁目 26番地 

高台寺こどもの家 津島市神尾町字江西 61番地 

 

２ 指定期間 

  令和６年４月１日から令和 11年３月 31日まで 

 

３ 優先交渉権者選定の経過 

第１回指定管理者選定委員会 

 ・委員長の選任 

 ・募集要項等について 

 ・指定管理者選定審査項目について 

令和５年７月 31日 

募集要項等の配布 令和５年８月７日 

説明会及び現地説明会 令和５年８月 17日 

募集要項等に関する質問受付 令和５年８月 18日～８月 24日 

申請書類の受付 令和５年８月 30日～９月８日 

第３回指定管理者選定委員会 

・申請団体へのヒアリング 

・書類審査、採点、指定管理者候補者の優先交渉

権者の選定、結果の承認 

令和５年９月 29日 

 

４ 津島市健康福祉部指定管理者選定委員会 

  委員長 学識経験者 

委 員 会計専門職 等   ３人 

      施設利用者      １人 



５ 申請団体数（公募） 

  ２団体 

 

６ 審査基準 

  募集要項において示した次の審査項目について審査を行い、合計評価点が最も高い者を指

定管理者候補者の優先交渉権者とし、合計評価点が２番目に高い者を指定管理者候補者の次

点の交渉権者とする。ただし、合計評価点が満点の 60％に満たない者は、交渉権を有しない

ものとする。 

〇平等な利用を図るための具体的な手法及び期待される効果  確保されない場合は失格 

〇施設の設置目的及び市が示した管理の方針との整合性             ５点 

〇利用者の増加並びにサービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 20点 

〇施設の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性               10点 

〇申請者の取組姿勢                             ５点 

〇施設の管理に係る経費の内容（提案価格の得点）               20点 

〇施設の管理に係る経費の内容（経費縮減に関する取組及び方針は適切か）    ５点 

〇安定的な管理が可能となる人的能力                      10点 

〇個人情報保護、情報公開の取扱い、諸規程の整備               ５点 

〇収支計画の内容、適格性及び実現の可能性                  10点 

〇安定的な管理が可能となる経理的基盤                    ５点 

〇申請者の実績等                              ５点 

                                     合計 100点 

 

７ 審査結果 

（１）優先交渉権者 

   株式会社明日葉 

     代表者 代表取締役 大隈 太嘉志 

     住 所 東京都港区芝四丁目 13-３PMO田町東 10F 

   合計評価点 88.2点 

（２）次点交渉権者 

   Ｂ団体 

   合計評価点 77点 

 

 



（３）選定理由 

   放課後児童健全育成施設（こどもの家）の指定管理者候補者選定にあたっては、公募に

て募集したところ株式会社明日葉、Ｂ団体の２団体の申請があった。申請団体から提出さ

れた書類について、事業計画、収支計画等を審査基準に基づきプレゼンテーション及びヒ

アリングを実施し、総合的に評価を行った。 

   株式会社明日葉は、施設の設置の目的を効果的に達成するものであること、また運営に

対する考え方や収支計画の内容が適正で、継続的に安定的な管理が可能となる人的能力及

び経理的基盤を有しており、他自治体での運営実績等にも問題はなく、指定管理者として

円滑に事業運営ができるものと考えられる。 

以上のことから、株式会社明日葉を指定管理者候補者の優先交渉権者とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８ 評価項目・評価結果 

 評価項目 配点 
優先交渉権者 

（株式会社明日葉） 

次点交渉権者 

（Ｂ団体） 

平等な利用を図るための具体的な手

法及び期待される効果                       

確保されない

場合は失格 
全員適格の評価 全員適格の評価 

施設の設置目的及び市が示した管理

の方針との整合性 
５点 ４点 ３点 

利用者の増加並びにサービスの向上

を図るための具体的手法及び期待さ

れる効果 

20点 15.6点 15点 

施設の維持管理の内容、適格性及び実

現の可能性 
10点 ８点 7.4点 

申請者の取組姿勢 ５点 4.6点 4.8点 

施設の管理に係る経費の内容（提案価

格の得点） 
20点 20点 20点 

施設の管理に係る経費の内容（経費縮

減に関する取組及び方針は適切か） 
５点 4.4点 ３点 

安定的な管理が可能となる人的能力 10点 9.6点 ７点 

個人情報保護、情報公開の取扱い、諸

規程の整備 
５点 4.4点 2.6点 

収支計画の内容、適格性及び実現の可

能性 
10点 8.4点 ７点 

安定的な管理が可能となる経理的基

盤  
５点 4.6点 3.2点 

申請者の実績等 ５点 4.6点 ４点 

合計 100点 88.2点 77点 

※ 候補者の評価点は、委員５人の平均点であり、100点満点とする。 


